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平成２１年８月２６日 

情報通信審議会事務局 

 



（案） 

通
信
・
放
送
の
総
合
的
な
法
体
系
に
関
す
る
検
討
委
員
会
の
廃
止 

  

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
六
日 

情
報
通
信
審
議
会
情
報
通
信
政
策
部
会
決
定
第
十
号 

    

情
報
通
信
審
議
会
情
報
通
信
政
策
部
会
決
定
第
八
号
（
平
成
二
十

年
二
月
十
五
日
）
は
、
廃
止
す
る
。 
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通
信
・
放
送
の
総
合
的
な
法
体
系
に
関
す
る
検
討
委
員
会
の
設
置 

  
 
 
 
 
 

平
成
二
十
年
二
月
十
五
日 

 
 
 
 
 
 

情
報
通
信
審
議
会
情
報
通
信
政
策
部
会
決
定
第
八
号 

   

本
部
会
に
、「
通
信
・
放
送
の
総
合
的
な
法
体
系
の
在
り
方
」(

平
成

二
十
年
諮
問
第
十
四
号)
に
関
す
る
専
門
的
な
事
項
を
調
査
す
る
た
め
、

次
の
委
員
会
を
設
置
す
る
。 

 

一 

名 

称 
 
 

通
信
・
放
送
の
総
合
的
な
法
体
系
に
関
す
る
検
討
委
員
会 

二 

構 

成 

１ 

主
査
を
長
と
し
、
部
会
長
の
指
名
す
る
委
員
、
臨
時
委
員
又
は

専
門
委
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
。 

２ 

主
査
は
、
委
員
、
臨
時
委
員
又
は
専
門
委
員
の
中
か
ら
部
会
長

が
指
名
す
る
。 

３ 

委
員
会
に
は
、
主
査
を
補
佐
し
て
調
査
の
進
行
を
助
け
る
た
め

に
主
査
代
理
を
お
く
。 

４ 

主
査
代
理
は
、
委
員
、
臨
時
委
員
又
は
専
門
委
員
の
中
か
ら
主

査
が
指
名
す
る
。 

５ 

主
査
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
主
査
代
理
が
そ
の
職
務
を
代
理

す
る
。 

 三 

関
係
者
の
出
席
等 

 

１ 

主
査
は
、
調
査
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、

関
係
者
に
対
し
出
席
を
求
め
、
説
明
又
は
文
書
等
資
料
を
提
出
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

２ 

そ
の
他
委
員
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
主
査
が
委
員

会
に
諮
り
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

    

（参 考） 
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（案） 

  
 

 
通
信
・
放
送
の
融
合
・
連
携
環
境
に
お
け
る
標
準
化
政
策
に
関
す

る
検
討
委
員
会
の
設
置 

 

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
六
日 

情
報
通
信
審
議
会
情
報
通
信
政
策
部
会
決
定
第
十
一
号 

 

 

 

本
部
会
に
「
通
信
・
放
送
の
融
合
・
連
携
環
境
に
お
け
る
標
準
化
政
策

の
在
り
方
」（
平
成
二
十
一
年
諮
問
第
十
六
号
）
に
関
す
る
専
門
的
な
事
項

を
調
査
す
る
た
め
、
次
の
委
員
会
を
設
置
す
る
。 

 

一 

名 

称 

 
 

通
信
・
放
送
の
融
合
・
連
携
環
境
に
お
け
る
標
準
化
政
策
に
関
す
る

検
討
委
員
会 

二 

構 

成 

 

１ 

主
査
を
長
と
し
、
部
会
長
の
指
名
す
る
委
員
、
臨
時
委
員
又
は
専

門
委
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
。 

 

２ 

主
査
は
、
委
員
、
臨
時
委
員
又
は
専
門
委
員
の
中
か
ら
部
会
長
が 

指
名
す
る
。 

 

３ 

委
員
会
に
は
、
主
査
を
補
佐
し
て
調
査
の
進
行
を
助
け
る
た
め
に

主
査
代
理
を
置
く
。 

 

４ 

主
査
代
理
は
、
委
員
、
臨
時
委
員
又
は
専
門
委
員
の
中
か
ら
主
査

が
指
名
す
る
。 

 

５ 

主
査
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
主
査
代
理
が
そ
の
職
務
を
代
理
す

る
。 

三 

関
係
者
の
出
席
等 

 

１ 

主
査
は
、
調
査
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、

関
係
者
に
対
し
て
出
席
を
求
め
、
説
明
又
は
文
書
等
資
料
を
提
出
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

２ 

そ
の
他
委
員
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
主
査
が
委
員
会

に
諮
り
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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	①委員会の廃止及び設置（表紙）
	②【法体系委員会の廃止】政策部会決定第１０号（P1）
	③【参考】政策部会決定第８号（P2）
	④【標準化委員会の設置】政策部会決定第１１号（P3）



